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重
点
事
業
プ
ラ
ン

成年後見人の
担い手育成の
推進

市民感覚・目線を大切にしたきめ細やかな後見活
動を行う市民後見人の育成を推進するとともに、成
年後見制度の利用支援に関する先進的な取組に
ついてＰＲを行い、市民後見人の登録者数及び受
任件数の増加に繋げます。また、社会福祉法人等
による成年後見人の受任に向けた支援体制の整
備を進めます。

①市民後見人登録者数

②法人後見支援体制の
整備

①65人

②検討開始
○

①第6期市民後見人育成研修修了
者23名に対して順次最終面接を実
施しており、登録者数は57名となり
ました。また、第7期市民後見人育
成研修を開始し、33名の方が基礎
研修を受講中です。

②町田市、町田市社会福祉協議
会、法人後見の受任を検討してい
る社会福祉法人で打合せを行い、
今後の受任に向けた取り組みにつ
いて検討を開始しました。

①第6期市民後見人育
成研修修了者に対して
引き続き最終面接と登録
を行います。第7期市民
後見人育成研修につい
ては、レポート提出や確
認テストを行い、実務者
研修に進む受講者を決
定します。市民後見人登
録者に対しては、受任に
向けた不安を払拭するた
め、後見実務等に関する
フォローアップ研修を行
います。また、市民後見
人の活動をPRするため、
市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」に出展し
ます。

②弁護士・社会福祉士・
市民後見人等の第三者
後見人で実施している連
絡会に、法人後見の受
任を検討している社会福
祉法人や既に受任して
いる法人を招待し、法人
後見をテーマとした情報
交換を行います。
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避難行動要支
援者の避難支
援体制整備

2024年度のモデル地区の取組結果を参考に、計
画作成の優先度が高い方に様式を送付するととも
に、その方と普段から関わりのある福祉専門職等か
らも個別避難計画の作成を促してまいります。
また、市内全域で個別避難計画を進めるにあたり、
更なる周知を図るため、支援関係者に向けた説明
会等を実施します。

①避難支援関係者に向
けた、個別避難計画の
制度周知及び協力依頼
のための説明会等実施
回数

②計画作成支援関係者
に向けた、個別避難計
画作成の促進への協力
依頼のための説明会等
実施回数

③個別避難計画作成数

計画
類型

①各地区の町内会・自治会連合
会、自主防災組織代表者説明会等
の場で、個別避難計画の制度周知
及び協力依頼のための説明を12回
実施しました。

②居宅介護支援事業所や相談支
援事業所向けの説明会、町プロ協
議会等福祉事業者が集まる場で個
別避難計画作成の促進への協力
依頼のための説明を7回実施しまし
た。

③計画作成の優先度が高い方656
名に対し、個別避難計画作成の依
頼及び様式等を送付しました。
そのうち197名の回答があり、施設
入所等の申出があった方を除いた
108名が計画作成済となりました。

①②上半期において目
標値を達成しましたが、
計画作成数は低調と
なっています。そのた
め、下半期は、計画未提
出の方への計画作成に
協力をいただく福祉専門
職を中心に、取組みの
主旨や内容についての
説明を強化します。ま
た、各地区で活動する
方々に向けて、避難支
援の協力を呼びかけま
す。

③個別避難計画の作成
を進めるため、未回答の
方に対し、普段から関わ
りのある福祉専門職等の
声掛けによって個別避
難計画の作成を促しま
す。

①1710回
※目標値を達
成しました。し
かし計画作成
数が低調のた
め、さらに周
知を進めてい
く必要がある
ため。

②105回
※目標値を達
成しました。し
かし計画作成
数が低調のた
め、さらに協
力を求めてい
く必要がある
ため。

③294件

○

部課名 地域福祉部福祉総務課

課の使命

・誰もが安心して地域で暮らし続けることができるように支援します。
・地域住民が地域の課題を解決するための仕組みを構築できるように支援します。
・近年顕在化してきている複雑化・複合化した福祉課題を抱えた地域住民へ迅速かつ効果的な支援を行うため、地域の身近な相談支援の体制づくりを推進します。
・地域福祉活動への協力者が、円滑に活動できるようサポートします。
・部署・部内連携を促進し、部内各課が適切かつ円滑に業務を遂行できるようサポートします。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



4 -

市民の身近な
相談先となる
地域福祉の担
い手のあり方
の課題整理

地域の身近な相談・支援の担い手である民生委
員・児童委員のあり方について、法政大学と共同で
研究を行います。

最終報告書の取りまとめ 完了 ○

　2024年度にまとめた中間報告の
調査内容については、5月から9月
にかけて、市民向け経過報告会と
して、市内10地区でそれぞれ開催
しました。
　また、学識経験者との研究委員
会を開催するほか、地域活動団体
向けのアンケート調査を行い、地域
コミュニティの現状を分析・考察しま
した。
　あわせて、地域コミュニティ活動
の先行自治体である香川県丸亀
市・高松市、三鷹市、茅ヶ崎市等に
訪問し実地調査しました。

町内会自治会へのアン
ケート調査、近隣自治体
への実地調査等を行うと
ともに、これまで行ってき
た調査資料等の分析・考
察を進め、最終報告書
にとりまとめます。

①日常的に利用されるスーパーや
ドラッグストアに働きかけた結果、ス
ギ薬局の（市内全11店舗）で、まち
だ福祉○ごとサポートセンターのPR
カードとチラシの設置に協力いただ
くことになりました。また、設置の際
に担当の地域福祉コーディネー
ターが店舗を直接訪問し、関係性
の構築を図りました。

②東京都社会福祉協議会の職員
による講演とグループワークによる
研修を実施し、12部23課28名の職
員の参加がありました。

③中間見直しに向け、市政モニ
ターによるアンケート調査、2024年
度の各取組項目の進捗状況調査
を行いました。

①引き続き、市内の事業
者との連携に向け、働き
かけを行います。

②11月に、より実務的な
内容で、事例検討を中
心とした2回目の研修を
実施します。

③法政大学との地域コ
ミュニティの共同研究の
結果や、上半期に実施し
たアンケート及び調査等
を踏まえ、計画の方向性
について具体的な検討
を行うほか、2026年度に
開催予定の地域福祉計
画審議会の準備を行い
ます。
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地域における
福祉の困りご
と相談支援体
制の強化

　4月に「まちだ福祉〇ごとサポートセンター」を新
たに町田地域に開設し、市内全域への展開が完了
しました。今後は、市内全域で、福祉の困りごとを
抱える方への支援体制をより強化していくため、専
門支援機関のみならず、普段の生活で接するさま
ざまな方々をネットワークに取り込んでいきます。そ
のため、現在行っているコンビニ連携に加え、スー
パーマーケットなどさまざまな事業者に働きかけを
行っていきます。
　また、（仮称）まちだ福祉〇ごとサポート事業の制
度や必要性について理解を深めてもらい、連携を
より円滑にすることや、まちだ福祉〇ごとサポートセ
ンターの認知度を高めるため、研修や周知活動を
行います。
併せて、2026年度に町田市地域ホッとプランの見
直しを行うため、その準備を2025年度から行いま
す。

①新たなネットワークに
おける構成事業者数

②連携強化のための研
修実施回数

③町田市地域ホッとプラ
ンの中間見直し

①2事業者

②2回

③検討開始

○



試行から得られた課題を
踏まえ、今後拡大が見込
まれる作成対象者及び
関係者が、より使いやす
い電子申請の導入検討
を進めます。

7

人
材
育
成

課内研修の実
施／「市民志
向」

福祉総務課では、窓口対応や問い合わせの内容
が多岐にわたるため、職員が多様な業務知識を持
つことが求められます。そこで、課内研修を実施す
ることで、業務知識を得る機会を充実させ、職員の
スキルアップによる窓口対応等のレベル向上を図り
ます。

課内研修の実施回数 6回 ○

4月は異動者に向け、課の主要な
業務内容に関する研修及び窓口
対応研修を行いました。
6月には職員全体に向け、まちだ福
祉○ごとサポート事業の研修及び
特別弔慰金の研修を行いました。
9月には職員全体に向け、個別避
難計画の研修を行いました。

職員全体に向け、11月
には予算編成事務研
修、12月には「心、情報
バリアフリー研修」を行い
ます。

6

事
務
事
業
見
直
し

個別避難計画
作成及び更新
手続の電子化

避難行動要支援者、計画作成支援者及び避難支
援関係者の利便性の向上と市の事務効率化のた
め、現在、紙ベースで行っている作成及び更新の
手続に加えて、電子申請の導入を検討します。

電子申請の導入を検討
電子申請の導
入の検討完了

○

他市で導入実績のある、個別避難
計画のオンライン申請機能付き防
災アプリについて、事業者への聞き
取りなどの情報収集を行いました。
また、申請の電子化検証のため、
市の既存システムによるオンライン
申請受付を試行的に開始し、計画
作成者108名のうち18名から申請を
いただきました。

5

個
別
計
画
/
全
庁
で
取
り
組
む
施
策

心のバリアフ
リーの普及啓
発によるユニ
バーサル社会
の推進/「障が
い者への差別
を解消し共生
社会の実現」
に向けた取組

2024年度に「障害の社会モデル」の考え方や「合理
的配慮」の内容を反映して改定した「心のバリアフ
リーハンドブック」を、市内小学生や市民、民間事
業者に配布し、心のバリアフリー※1についての意
識啓発に努めます。また、X（旧Twitter）を活用し
て、心のバリアフリーに関する解説やイベント情報
を積極的に発信し、認知度のさらなる向上を目指し
ます。
併せて、心のバリアフリー及び情報バリアフリー※2
に関する市職員及び市民の理解度を向上させるた
め、改定後の「心のバリアフリーハンドブック」及び
「情報バリアフリーハンドブック」を活用した市職員
向けの研修や市民向けの講座を実施します。

※1　障がい者や高齢者をはじめ、社会の中で困
難を抱えている人への差別や偏見をなくし、すべて
の人が自立心や尊厳を保てるよう理解し行動するこ
と

※2　障がい者等をはじめとするすべての人が必要
な情報を適時に、かつ、適切に入手できる状態のこ
と

①心のバリアフリーの認
知度

②市民向け講座等実施
回数

③市職員向け研修の実
施回数

①47％以上

②3回

③3回

○

①福祉総務課X（旧：Twitter）にお
いて、心のバリアフリーや情報バリ
アフリーに関する情報を4月から週1
回以上計30回発信した結果、非常
に多くの方に閲覧いただきました。

②-1　 8月10日に、車いすで市庁
舎のバリアフリー設備を回り、バリア
フリーや心のバリアフリーについて
学んでもらうイベントとして、「車い
すにのって宝探しをしてみよう！」を
開催しました。小学生とその保護
者、計30名に参加していただき、参
加者全員から心のバリアフリーにつ
いて意識が高まったという回答があ
りました。

②-2 まちの中にあるバリアや心の
バリアフリーのためにできることを学
んでもらうため、心のバリアフリーや
合理的配慮について、南第3小学
校4年生に講義を行いました。ま
た、子どもだけでなく、地域福祉を
支える方々にも心のバリアフリーに
関する理解を深めていただくため、
町田第一地区民生委員や町田第
二地区民生委員にも講義を行いま
した。

③4月に「ユニバーサル社会推進の
まちづくり」の研修を新規採用職員
82人に行った結果、8割以上の受
講者が4段階評価中、研修満足度4
の最高評価と回答しました。

①-1 町田市地域活動サ
ポートオフィス及び市内
の大学と協働し、イメー
ジキャラクターを制作す
るほか、昭和薬科大学の
学園祭や学生と企画した
原町田のまち歩きイベン
トにおいて、心のバリアフ
リーの普及啓発を行いま
す。

①-2　1月に町田ちょこっ
とアンケートを実施し、心
のバリアフリーの認知度
を調査します。

②町田商工会議所と連
携し、市内民間事業者に
向けた合理的配慮等の
勉強会を実施します。

③10月に全職員を対象
とした、心のバリアフリー
や合理的配慮に関する
e-ラーニングと2月に
Uni-Voiceに関する研修
を実施します。
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・8月までに、子育て援助活動支援
事業（ファミリー・サポート・セン
ター）の実地指導に必要な基準上
の項目を精査しました。

・11月中に子育て援助活
動支援事業（ファミリー・
サポート・センター）検査
員用チェックシートを完
成させ、2025年12月に
チェックシートを使用して
実地指導を開始します。

2

事
務
事
業
見
直
し
/
人
材
育
成

指導監査業務
のデジタル化
による効率化/
チャレンジ志
向

従来の紙に頼るアナログの検査方法から脱却し、よ
り効率的な指導監査が行えるよう、デジタルツール
を積極的に活用していきます。
また関連して、課での印刷量の見直し、事業者から
提出される書類の見直し等により、執務スペースの
狭隘化も解消します。2025年度は、介護分野に取
り組んでまいります。

①デジタルツール等の
活用により効率化を行っ
た指導監査の分野数
（全4分野：社会福祉法
人、介護、障がい、児
童）
※障がい分野は2024年
度に効率化済み

②執務スペースの保存
書類の量（2023年度比）

①１分野（介
護）

②対2023年度
20%減

○

①-1　介護分野の実地指導におい
て、各職員に貸与されているノート
パソコンを活用し、指導現場に即し
た資料をファイルサーバーで閲覧
することで、効率的に実地指導を行
うことができました。

①-2　介護分野の集団指導におい
て、Zoomを活用したオンライン配信
方式で実施するための準備・調整
に着手しました。

②上記①の取組みの他に、事業所
から提出される書類のデータでの
提出を促す等によりペーパーレス
化を進めました。
それ以外の保存書類も、可能なも
のは紙からPDF化する等により、保
存量を4％削減できました。

①-1　さらに市と事業者
側で共有する「指導事項
票」の電子帳票化を進
め、介護分野の実地指
導業務の更なる効率化
（紙使用量と指導導項票
の作成時間の削減）を行
います。

①-2　2026年2月に、オ
ンラインによる集団指導
を実施します。

②引続き、ペーパーレス
化等を進め、年度目標
の達成を目指します。

1

個
別
計
画

社会福祉法人
及び福祉サー
ビス事業者等
が適正に運営
できるような指
導助言の実施

社会福祉法人及び福祉サービス事業者等が、法
令や通知等の基準を遵守されているか確認するた
めの実地指導を行います。
社会福祉法人及び福祉サービス事業者が遵守で
きていない項目を文書で指摘し、改善を促すこと
で、質の高い福祉サービスの提供に寄与します。

文書指摘の年度内改善
率
（2025年度中に文書指
摘した社会福祉法人及
び福祉サービスのうち、
2025年度中に改善した
割合。改善報告期限が
未到来のものを除く）

計画
類型

9月末までに社会福祉法人及び福
祉サービス事業者に対する実地指
導を行い、改善報告期限を迎えた
文書指摘の改善率は、67.6％でし
た。
（実地指導75事業、文書指摘事業
34事業、改善済事業23事業）
実地指導時において、法令や通知
等の基準を事業者に丁寧に説明す
ることで、事業者に速やかな改善を
促しました。

上半期に引き続き、実地
指導時において法令や
通知等の基準を事業者
に丁寧に説明すること
で、年度内に事業者が
文書指摘を改善できるよ
う促していきます。
引き続き、福祉サービス
事業者が適正な事業運
営を行えるよう、指導・助
言・支援を行っていきま
す。

95.0%

【参考】
改善報告期限
到来済の文書
指摘改善率：
95.0%　(2024
年度)

○

3

個
別
計
画

特定子ども・
子育て支援施
設等のうち子
育て援助活動
支援事業
（ファミリー・サ
ポート・セン
ター）の実地
指導に向けた
プロセスの構
築

2025年12月に、新たな分野として特定子ども・子育
て支援施設における「子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター）」の実地指導を開
始します。この実地指導を円滑に進めるため、検査
員が使用するチェックシート等のツールを作成しま
す。

検査員用チェックシート
等の作成

完了 ○

部課名 地域福祉部指導監査課

課の使命 社会福祉法及び介護保険法等の関係法令に基づき、社会福祉法人や福祉サービス事業者等に対して適正な運営ができるよう指導・助言・支援を行うことで、利用者が安心してサービスを利用できることを目指します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

2

事
務
事
業
見
直
し

一時的な支援
を要する生活
困窮者に対
し、生活保護
に至る前に自
立した生活を
送れるように
支援する取組
の実施

一時的な支援
を要する生活
困窮者等に対
する相談支援
機能の強化

※当初策定
後、ハロー
ワークとの協
議により詳細
な内容が確定
したため、より
わかりやすく
表記し直しま
した。

ハローワーク町田と連携した研修を実施し、相互の
事業内容や生活困窮者の能力に応じた就職先の
確保などについて理解を深めることにより、就労支
援力の向上を図り、相談者が生活保護に至る前に
自立できるように支援します。

生活保護法と生活困窮者自立支援法の相談窓口
を一体化します。
このことにより、生活に困窮した多様な相談者に適
した支援メニューを充実させ、相談者が生活保護
に至る前の段階で自立ができるように支援します。
併せて、ハローワーク町田等との連携を強化し、就
労支援力の向上を図ります。

※当初策定後、ハローワークとの協議により詳細な
内容が確定したため、よりわかりやすく表記し直しま
した。

一時的な支援を要する
生活困窮者でハロー
ワーク町田による就労サ
ポートの支援を受けた方
のうち、就職できた方の
割合

ハローワークとの連携に
より就職した方の人数

※当初策定後、ハロー
ワークとの協議により詳
細な内容が確定したた
め、よりわかりやすく表記
し直しました。

77.0%

23人

※当初策定
後、ハロー
ワークとの協
議により詳細
な内容が確定
したため、より
わかりやすく
表記し直しま
した。

○

・ハローワーク町田とそれぞれの職
員を対象にした研修を実施し、それ
ぞれの事業への理解を深め、就労
支援力の向上を図りました。
・ハローワーク町田とともに昨年度
に視察した他福祉事務所とハロー
ワークの連携を参考に、即時性の
ある新たな就労支援の取り組みを
開始しました。
・ハローワーク町田に対し、生活困
窮者が求めている就職先のニーズ
を伝え、新たな就労斡旋先の確保
を依頼しました。
・一時的な支援を要する生活困窮
者で、就労支援を開始した30人の
方のうち、21人の方の就職がきま
り、その割合は70.0%でした。

・上半期は新たに開始し
た就労支援の取り組み
により一定の成果があっ
たものの、就職率は
70.0%にとどまりました。
就労に至らなかった要因
としては相談者が募集要
件を考慮せず、勤務条
件を絞りすぎたことなど
があります。下半期は能
力に応じた就職先を探
すことや勤務条件の緩
和をすることなど、相談
者の意向を汲みながら、
早期の就労を目指して
生活保護に至る前に自
立できるよう支援します。

1 -

自立に向け段
階的な支援を
要する生活困
窮者等に対す
る就労に向け
た支援の充実

生活困窮者等のうち、安定した自立のための就労
が困難な方に、ボランティア体験や就労体験の場
等を提供し、働くことの大切さや喜びを体験してもら
うことで、本人の意欲や能力を高め、就労につなが
るよう支援します。併せて、就労先、就労体験先の
開拓や既存の就労支援に関する資源との連携拡
大を図り、就労に向けた環境を整備します。
また、就労準備支援事業（※）により就労した方の
アフターフォローを行い、継続して就労できるよう支
援します。

※「就労準備支援事業」
長期間仕事をしていない方や社会との関わりが苦
手な方等、直ちに就労や自立が困難な方を対象に
支援を行う事業

①就労準備支援事業を
経た就労者数

②就労準備支援事業を
経た就労者のうち、1か
月以上継続して就労した
方の割合

計画
類型

①②ビジネスマナー等に関するセミ
ナーを30回開催し、述べ169人の
方に参加をいただきました。また、
14回ボランティア活動を実施し、述
べ24人の方に参加をいただきまし
た。
こうしたセミナー等の活動や個別面
談を行うことで本人の意欲を高め、
また就労支援に関する資源との連
携の強化に努めました。
結果、上半期における就労準備支
援事業を経た就労者数は10人とな
り、そのうち、1か月以上継続して就
労した方の割合は８5%となりました。

①②就労に必要なスキ
ルを習得するためのビジ
ネスマナー等のセミナー
を引き続き開催します。
また、セミナーへの参加
が難しい方で外出が可
能な方に対してはボラン
ティア活動や定期面談を
実施し、そして、外出自
体が困難な方に対して
は電話よる面談に加えて
調理実習や公園巡り（散
歩）等の興味をもちやす
いイベントを実施するな
ど、セミナーへの参加に
繋がる取り組みを行いま
す。
10月からは、家計の基礎
的知識から学べる金銭
管理教育を開始して、収
入に応じた生活が安心し
て送れるよう支援してい
きます。

①182１人

②81.364％

※達成時期の
見直しに伴
い、それぞれ
の値を修正し
ました。

○

部課名 地域福祉部生活援護課

課の使命
・最低限度の生活を保障するために、困窮の程度に応じ、必要かつ適正な保護等の支援を行い、自立を助長します。
・生活困窮状態にある方に対し、生活保護に先立つセーフティネットとして、相談者が目指す生活の実現を支援します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

4

人
材
育
成

ケースワーク
業務レベルの
平準化及び、
課内のチーム
ワークの向上

※分かりやす
い表現に変更
しました。

ケースワーク業務レベルの平準化を図るため、「生
活援護課ケースワーカー人材育成方針」に基づ
き、以下の活動に取り組みます。
・新規配属職員及び配属2年目職員に対して組織
的にOJT（課内研修）を実施します。
・研修に対するアンケートを実施し、満足度の可視
化及び意見集約を図ります。今後の研修計画の検
討に活用します。

ケースワーク業務レベルの平準化を図り、だれもが
自分の力を発揮できる組織体制を構築するため、
「生活援護課ケースワーカー人材育成方針」に基
づき、配属1年目職員に対して組織的に課内研修
を実施するとともに、同行訪問を実施することによ
り、職員間、係間のコミュニケーションを活発化さ
せ、知識やノウハウの共有、助け合いの職場風土
を醸成します。研修後にアンケートを実施し、満足
度の可視化及び意見集約を図ります。アンケート結
果を今後の研修計画の検討に活用します。
また、ケースワーク業務の習熟度をケースワーカー
人材育成方針に基づくセルフチェックシートを用い
て確認することにより、ケースワーカーの業務レベ
ルを把握します。経験や知識が不足している項目
については、指導員制度を活用し、フォローしてい
きます。

※研修の目的は受講そのものではなく知識の習得
にあるため、見直しを行いました。

ケースワーク業務の習熟
度①課内研修受講率
②研修アンケート実施

※研修の目的は受講そ
のものではなく知識の習
得にあるため、見直しを
行いました。

ケースワー
カー人材育成
方針に基づく
セルフチェック
シート取組項
目の達成度
80％

①90％
②実施

※研修の目的
は受講そのも
のではなく知
識の習得にあ
るため、見直
しを行いまし
た。

○

上半期は合計8回の課内研修を実
施しました。一方で、7月に実施を
予定していた課内研修（世帯分離・
世帯編入）については、東京都の
指導検査と時期が重なってしまった
ため、実施時期を下半期に変更し
ました。
また、今年度は新たにハローワーク
職員に登壇をしていただき、就労
支援の仕組みについて理解を深め
る研修を行いました。
4～5月には同行訪問1回目を実施
し、職員間、係間の交流を向上させ
ることができました。
ケースワーク業務の習熟度チェック
を行い、9月末時点でのチェック
シート取組項目の達成度は73.6％
でした。

下半期においても課内
研修を合計4回実施し、
引き続きケースワーク業
務レベルの平準化を図り
ます。
同行訪問2回目を1回目
と違う係の職員との組み
合わせで実施し、他係の
職員と対話しやすい関
係を構築するとともに、
指導員や職員が日常的
な会話を通して積極的に
コミュニケーションを図り
ながらセルフチェック
シートで習熟度が低い項
目を重点的にフォローを
していきます。
全研修終了後には、2回
目のケースワーク業務の
習熟度チェックを行い業
務レベルを確認し、次年
度の研修計画を策定しま
す。

訪問率については、各係長を中心
に月次で訪問状況を確認して、そ
の結果を課内で共有しました。
各世帯の自立に向けて、訪問前に
聞き取る内容を準備したことで、支
援の質を高めることができました。ま
た、年金受給者世帯等への重点訪
問期間を設け、適宜適切な案内を
することで、効果的な訪問を実施す
ることができました。
しかし、例年下半期に行われている
都指導検査が今年度は7月に行わ
れたため、訪問率は上半期(9月末
時点)で38.6%に留まっています。

各係長を中心に訪問計
画の見直しを行い、下半
期の訪問状況を確認し
ながら、年間目標値の達
成を目指します。
訪問を通じて、子育て世
帯には各種制度の案内
を行い、また、就労可能
な被保護者は就労支援
員との面談につなぐ等、
各世帯に適した支援を
行っていきます。

3 -
生活保護受給
者に対する支
援の充実

生活保護受給者の生活状況を把握し、各個人に
合った支援を実施するため、以下の活動に取り組
みます。
・受給者世帯の特性に応じた重点訪問期間を設定
し、適切な指導･指示を行います。
・定期訪問時の聞き取り項目リストを改善しながら、
訪問時に活用します。
・毎月、ケースワーカーの訪問率を算出し、訪問率
が低い場合には、原因に応じて、課・係として組織
的なフォローを行います。

訪問計画に沿った訪問
率

85% △



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 地域福祉部障がい福祉課

課の使命
・サービス提供事業所、医療機関等と連携して、障がい者の生活の質を維持・向上させるために支援します。
・相談しやすい体制を充実することで、安心して地域で生活が送れるよう支援します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

①2025年11月の検討部会設置に
向けて、構成員の検討・調整を行
いました。
②2025年5月に、手話通訳者利用
者懇談会を開催し、ろう者から手話
言語条例制定に対する期待を確認
するとともに、事前のアンケート調
査では、手話言語条例制定に関す
る意見聴取を行いました。
③下半期に実施予定です。

①検討部会を設置し、手
話施策推進法施行以降
の検討事項・検討スケ
ジュールの確認及びアン
ケート調査内容の検討を
行います。
②2026年1月にも手話通
訳利用者懇談会を開催
し、③のアンケート調査と
あわせたより具体的な意
見聴取を実施します。
③検討部会においてア
ンケート調査の対象者・
調査内容を検討し、1・2
月にアンケート調査を実
施します。

①設置
②実施
③実施

○

2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

障がいへの理
解促進の推進

障がい理解を深め合理的配慮を広める取り組みを
さらに推進するため、庁内他部署をはじめ、民間企
業、学校、障がい者団体や学生などの多様な主体
と連携を図り、協働した普及啓発を行います。

多様な主体との協働によ
る普及啓発の実施回数

10回 ○

桜美林大学との連携による障がい
児スポーツ教室への大学生の参
加、福祉総務課と連携して実施し
た民生委員研修(2回)、学校と連携
して実施した南第三小学校4年生
への出前講義、町田商工会議所や
障がい当事者と協働で開催した合
理的配慮に関する勉強会、いきい
き総務課と協働で実施した「福祉の
現場をのぞいてみるバスツ
アー！」、計6回の障がい理解普及
啓発活動を行いました。参加者から
は、「店舗における合理的配慮に
ついて考えるきかっけになった、
「誰もが暮らしやすい街になるよう
努力していきたい」などという前向き
な声がありました。

二十祭まちだ2026での
ブース出展や学校法
人、医療法人社団への
訪問、「FC町田ゼルビア
協働　障がい等理解促
進講座」などを通じて、
引き続き多様な主体と連
携した障がい理解の普
及啓発を進めます。

1

個
別
計
画

（仮称）町田市
手話言語条例
の制定/「障が
い者への差別
を解消し共生
社会の実現」

①「（仮称）町田市手話言語条例」の検討を進める
ために、町田市障がい者施策推進協議会に「（仮
称）町田市手話言語条例検討部会」を設置し、条
例制定に向けた検討に着手します。
②手話言語条例の制定に必要なご意見を、手話を
母語とするろう者から手話で直接ご意見をお聞きす
るため、「手話通訳者利用者懇談会」を開催し、意
見聴取を行います。
③「手話通訳者利用者懇談会」に参加できないろう
者や、ろう者が手話を必要とする機会の多い医療
機関等の関係機関のご意見をお聞きするため、ア
ンケート調査を行います。

①検討部会設置状況
②利用者懇談会実施状
況
③アンケート調査実施状
況



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

引き続き、各自で設定し
た目標を意識し、具体的
な行動を通じて業務のパ
フォーマンス向上を図り
ます。

3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

地域生活支援
拠点等の機能
の充実

地域生活支援拠点等における緊急時対応の充実
を図るため、短期入所事業者の指定事業所数を増
やし、緊急時の受入れが迅速かつ適切に行える体
制を整備します。

短期入所事業所の指定
事業所数

10事業所

新規5事業所
※目標は10事
業所の登録で
すが、2024年
度に5事業所
登録済みのた
め、今年度の
目標としては
新規5事業所
と表現を修正
いたしました。

○

4

事
務
事
業
見
直
し

自治体システ
ム標準化に伴
う運用の見直
し

自治体システム標準化により、2025年9月に総合福
祉システムが更改されます。
更改後のシステムは、標準仕様書に定められた仕
様を前提に運用する必要があることから、障がい福
祉分野において標準化される業務の運用を見直し
ます。

標準化業務の運用見直
し状況

見直し完了 ―

福祉総合システムを開発するシス
テムベンダーによると、システムの
安定に要する期間や業務上の影響
等を改めて調整した結果、自治体
システム標準化によるシステム更改
時期が、2026年9月以降に延期さ
れました。

引き続き、担当者間で調
整を行うとともに、システ
ムベンダーが示したスケ
ジュールに基づいて、自
治体システム標準化に
向けた、システム移行準
備を行います。

町田市内には短期入所事業所が
20か所あり、そのうち5事業所は登
録済みです。残りの15事業所のうち
4か所に対し地域生活支援拠点事
業者登録の説明を行い、3事業所
に登録の内諾を得ました。年内の
登録完了に向けて調整いたしま
す。

引き続き市内の短期入
所事業所11か所に緊急
時の受け入れについて
働きかけを行い、指定事
業所の登録数を増やしま
す。このことにより、地域
での支援体制の整備を
目指します。
また、すでに登録済みの
事業所に対して緊急時
等の対応力を高められる
よう、地域生活支援拠点
連絡会を開催し好事例
や困難事例の共有を行
い、支援力の向上を図り
ます。
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業務改善に向
けた目標の設
定/「改革・改
善志向」「目的
志向」

課員各自が、業務改善に向けて取り組む目標を設
定し、その進捗を管理していきます。
各自が自主的かつ積極的に業務改善を推進する
ことで、目標達成を積み重ねて課全体のパフォー
マンス向上を図り、より一層の業務効率化と成果の
最大化を目指します。

目標達成した職員の割
合

80% ○

課員各自が、業務改善に向けた目
標を設定し、その達成及び業務効
率化に向けて取り組みました。目標
を達成済みの職員の割合は30.6%、
業務改善に着手している職員の割
合は61.3%となっており、概ね順調
に推移しています。


